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下茂書記長の怒り！！

1 東海労は労働協約（労使関係以外）は締結してお
らず、出向命令には私の同意が必要である。

2 私は、会社を相手取り空白裁判（損害賠償請求事
件）の原告者で有り強制出向は、その報復である。

3 私は、労基署に対して、労基準法違反に関する情
報提供者であり公益通報者保護法に抵触する報復
である。

4 私は、分会書記長を担っている。東海労の運動と
組織を破壊するための強制出向であり、不当労働
行為である。
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